
1 

 

令和３年度答申第７０号 

令 和 ４ 年 ２ 月 ７ 日  

 

諮問番号 令和３年度諮問第７５号（令和４年１月７日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 社会復帰促進等事業としての労災就学援護費不支給決定に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）２９条１項２

号（令和２年法律第１４号による改正前のもの。以下同じ。）に基づく社会復

帰促進等事業としての労災就学援護費の支給申請（以下「本件申請」という。）

をしたところ、Ａ労働基準監督署長（以下「処分庁」という。）が不支給とす

る決定（以下「本件不支給決定」という。）をしたことから、審査請求人がこ

れを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

（１）労災保険法２９条１項柱書は、政府は、労働者災害補償保険の適用事業

に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、同項各

号に掲げる事業を行うことができると規定し、同項２号は、業務災害及び

通勤災害（以下「業務災害等」という。）を被った労働者（以下「被災労

働者」という。）の遺族の就学の援護その他被災労働者及びその遺族の援
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護を図るために必要な事業を掲げるとともに、同条２項は同条１項各号に

掲げる事業の実施に関して必要な基準は厚生労働省令で定めると規定して

いる。 

（２）労災保険法２９条２項の委任を受けて、労働者災害補償保険法施行規則

（昭和３０年労働省令第２２号。以下「労災保険法施行規則」という。）

３２条（令和３年厚生労働省令第５８号による改正前のもの）は、労災保

険法２９条１項２号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育

援護費、休業補償特別援護金、長期家族介護者援護金及び労災療養援護金

の支給を行うものとする旨規定している。 

労災保険法施行規則３３条１項柱書は、労災就学援護費は、同項１号か

ら５号までのいずれかに該当する者に対して、支給するものとする旨規定

し、同項２号（令和２年度厚生労働省令第１４１号による改正前のもの。

以下同じ。）は、遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のう

ち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該労働者

の子（当該労働者の死亡の当時胎児であった子を含む。）で現に在学者等

であるものと生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資

又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの等と規定す

る。また、同条３項は、同条１項及び同条２項に定めるもののほか、労災

就学援護費の支給に関し必要な事項は厚生労働省労働基準局長が定めると

規定している。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

（１）Ｐ（以下「本件労働者」という。）は、Ｑ社Ｒ店に就労していた者であ

るが、令和２年１月８日午後９時５０分頃、上記会社の運転者として大型

貨物自動車でＢ自動車道上り車線を走行していたところ、Ｃインターチェ

ンジ付近で意識を失い、死亡した。 

（労働者災害補償保険遺族補償年金支給請求書、給付調査復命書、死亡

届、死体検案書、救急活動引継書） 

（２）本件労働者の遺族である審査請求人は、処分庁に対し、令和２年４月２

日、遺族補償年金の支給請求をしたほか、同日、労災就学援護費の支給申

請（本件申請）をした。 

（遺族補償年金支給請求書、労災就学等援護費支給・変更申請書（令和２年

４月２日受付）） 



3 

 

（３）処分庁は、令和２年８月２７日付けで、遺族補償年金の支給請求に対し、

「本件災害については、調査の結果、交通事故による外因死とは認められ

ず、業務と死亡との間に相当因果関係は認められないため不支給となりま

す。」との理由を付して、遺族補償年金を不支給とする決定（以下「本件

遺族補償年金不支給決定」という。）をした。 

（遺族補償年金不支給決定通知） 

（４）処分庁は、上記（３）と同じ令和２年８月２７日付けで、本件申請に対

し、不支給とする決定（本件不支給決定）をし、審査請求人に対し労災就

学等援護費不支給通知書（以下「本件不支給通知書」という。）をもって

通知した。 

なお、本件不支給通知書には、上記（３）と同じ理由が記載されていた。 

（労災就学等援護費不支給決定通知書） 

（５）審査請求人は、令和２年１１月１２日、Ｄ労働者災害補償保険審査官に

対し、本件遺族補償年金不支給決定を不服として審査請求をしたところ、

Ｄ労働者災害補償保険審査官は、令和３年６月２１日、当該審査請求を棄

却する決定をした。なお、審査請求人は、同年８月１９日、労働保険審査

会に対し、本件遺族補償年金不支給決定を不服として再審査請求をした。 

（決定書） 

（６）審査請求人は、令和２年１１月２４日、審査庁に対し、本件不支給決定

を不服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

（７）審査庁は、令和４年１月７日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

本件労働者の死亡と業務との因果関係が認められないとの処分庁の判断は、

誤っている。 

本件労働者が救急搬送されたＥ病院の医師は、本件労働者にどのような病

歴があったのか、どのような治療を受けていたのかを全く知らない状態で死

体検案を行った。同病院の医師による意見書（令和２年４月２２日付け）に

「器質的疾患も認められなかった。」と記載されているが、Ｆ大学の解剖所

見概要（同年１月１０日付け）によれば、心臓について「左右の冠状動脈は

動脈硬化が高度である。」と指摘されている。また、労災協力医の意見書
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（同年８月７日付け）は、本件労働者が高血圧、２型糖尿病、高脂血症、高

トリグリセライド血症の治療を受けていたことが全く捨象されている。 

事業主は精密検査を受診させてその結果に基づき乗務禁止等の就業上の措

置を講ずるべきであったにもかかわらず、それが行われなかったこと、本件

労働者の死因は急性心筋梗塞による致死性不整脈であり、危険因子を複数抱

えた状態で一人勤務、夜間勤務、長距離運転を行うことは激しい疲労の蓄積

をもたらす過重負荷となり、急性心筋梗塞を発症させたものであり、業務起

因性が認められる。 

したがって、労災就学援護費を支給しない旨の本件不支給決定は誤りであ

り、取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりである。 

１ 労災保険法２９条１項に規定する社会復帰促進等事業の一つである労災就

学等援護費の支給は、業務災害等により死亡し、重度障害を受け、又は長期

療養を要する労働者の子のその後の就学状況及び保育の状況、労災遺家族等

の就労の状況等にかんがみ、実施するものである。 

２ 労災就学援護費の支給対象者は、労災就学等援護費支給要綱（昭和４５年

１０月２７日付け基発第７７４号厚生労働省労働基準局長通達「労災就学援

護費の支給について」の別添。令和２年８月２１日付け基発０８２１第１号

厚生労働省労働基準局長通達による改正前のもの。以下「本件支給要綱」と

いう。）の３（１）ロにおいて、要旨、遺族補償年金受給権者のうち、労働

者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該労働者の子で（略）

現に在学者等である者と生計を同じくしている者であって学資等の支弁が困

難であると認められるものとされている。 

３ 処分庁は、本件労働者の死亡は業務との因果関係が認められないと判断し、

本件遺族補償年金不支給決定をしている。また、Ｄ労働者災害補償保険審査

官は、本件遺族補償年金不支給決定に係る審査請求を棄却する決定をしてい

る。なお、審査請求人は、現在、本件遺族補償年金不支給決定について労働

保険審査会に対して再審査請求中である。 

４ よって、審査請求人は、本件支給要綱の３（１）に掲げる遺族補償年金受

給権者であるとの要件を満たしていないから、労災就学援護費の支給対象者

とは認められない。 

５ 以上のことから、本件不支給決定は妥当であり、本件審査請求は理由がな
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いから棄却すべきである。 

なお、審理員意見書も同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は理由がない

から棄却すべきであるとしているほか、本件不支給通知書に記載された理由に

ついて、申請者が不支給決定の理由を正しく理解することができるよう、支給

要件を明示した上で申請者がこれに該当しないことを理由として記載すべきで

あった旨の指摘がある。 

第３ 当審査会の判断 

当審査会は、令和４年１月７日、審査庁から諮問を受け、同年２月３日、調

査審議をした。 

また、審査請求人から、令和４年１月２５日、主張書面の提出を受け、審査

庁から、同日、主張書面及び資料の提出を受けた。 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

（１）一件記録によると、①本件審査請求の受付（令和２年１１月２４日）か

ら審理員の指名（令和３年４月８日）までに約４か月半、②審理員意見書

の提出（同年８月１８日）から本件諮問（令和４年１月７日）までに約４

か月半を要した結果、本件審査請求の受付から本件諮問までに１年１か月

以上の期間を要している。特に、審査請求を受けた審査庁の最初の手続で

ある審理員の指名が、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）１８条

１項所定の審査請求期間（３か月）をも超えて長期にわたって行われない

ことは、処分の効果の早期安定と国民の権利利益の救済との調和を図って

設定された審査請求期間の趣旨をも損ないかねないものである。さらに、

審理員意見書の提出から本件諮問までに上記②のような長期間を要したの

は、審査庁が、本件遺族補償年金不支給決定に係る審査請求手続の帰結

（審査請求の結論、再審査請求の有無及び結論）を待って、本件審査請求

の手続を進める運用をしていたためであるが、二つの手続は別個に設けら

れているものであり、本来、独立して迅速に進めるべきである。なお、審

査庁は、上記②の期間中に上記の運用を変えて、遺族年金不支給決定に係

る審査請求の結論のみを待つ運用としたとしており、これにより処理期間

の短縮が見込まれるが、この点については、下記３において付言している。 

以上のことから、審理手続の迅速化の観点から、簡易迅速な手続の下で

国民の権利利益の救済を図るという行政不服審査法の目的を踏まえ、審理

手続の計画的な進行管理を図ることが求められ、改善に向けた真摯な対応

を期待したい。 
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（２）上記（１）で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に

特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件不支給決定の違法性又は不当性について 

労働者災害補償保険は、労働者の業務災害等に対して迅速かつ公正な保護

をするために、保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、

被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等（社会復帰

促進等）を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし

ている（労災保険法１条参照）から、社会復帰促進等事業は、保険給付を補

完するものとして、制度が設けられている。そして、本件の労災就学援護費

の支給は、労災保険法２９条１項２号の「被災労働者」の遺族の援護を図る

ために必要な事業として行われているものである。したがって、労災就学援

護費は、同号の文理からも、保険給付としての遺族補償年金の支給決定を受

けている被災労働者の遺族でなければ、その支給を受けられないことになる。

労災保険法施行規則３３条１項柱書及び同項２号が労災就学援護費の支給対

象者を遺族補償年金受給権者と定め、本件支給要綱も同様に定めているのは、

この趣旨を表したものと解される。 

審査請求人は、死亡した本件労働者の遺族であるが、本件労働者の死亡は

業務上の災害と認められないとして、本件遺族補償年金不支給決定がされて

いる（上記第１の２（３））から、審査請求人は遺族補償年金の支給決定を

受けている者ではないので、労災就学援護費の支給対象者とはならない。 

以上によれば、本件不支給決定に違法又は不当な点は認められない。 

なお、審査請求人は、審理員意見書に記載された処分庁の主張について、

「処分庁は、『審査請求人が遺族補償年金の受給権者と認められておらず、

労災就学等援護費の支給対象者と認めることができない』と主張したことは

ない。」と主張するが、弁明書（審査請求人には審理員からその副本が送付

されている。）をみると、処分庁は、「請求人は遺族補償年金受給権者と認

められていない。よって、請求人は労災就学等援護費の支給対象者と認める

ことができないことから、不支給とする処分を行ったものである。」と主張

しており、審査請求人の主張は当たらない。なお、審査請求人の主張を、本

件不支給通知書には、処分庁が弁明書において主張する「審査請求人が遺族

補償年金の受給権者と認められておらず、労災就学等援護費の支給対象者と

認めることができない」との理由は記載されておらず、処分庁はそうした主

張はしたことはないというものと解しても、審査請求人は遺族補償年金の受
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給権者ではないことは変わらず、したがって、審査請求人は労災就学援護費

の支給対象者とはならない。 

３ 付言 

（１）審査請求手続の改善について 

現行制度の下では、遺族補償年金に係る審査請求の手続と労災就学援護

費に係る審査請求の手続が別個に設けられている。その趣旨に鑑みると、

それぞれの手続は、本来、独立して迅速に進めるべきである。審査庁は、

上記１（１）のとおり、二つの手続が並行して進められている場合には、

前者の手続の帰結（審査請求の結論、再審査請求の有無及び結論）を待っ

て、後者の手続を進めるという運用をしていたが、今回、この運用を変え

て、遺族補償年金に係る審査請求の結論のみを待つ運用としたとしている。

これにより処理期間の短縮が見込まれるが、遺族補償年金に係る審査請求

の結論のみを待つことの意義はあるのか疑問である。二つの手続が別個で

あるとの理解のもとで運用を変えたのであれば、その理解に即してそれぞ

れ独立して迅速に進めるべきである。審査庁における更なる改善が望まれ

る。なお、仮に、二つの手続を一連のものとして理解しているのであれば、

累次にわたる当審査会の答申の制度変更に関する指摘を踏まえて、真摯に

検討することが望まれる。 

（２）本件不支給決定の理由付記について 

本件支給要綱の定める様式（「労災就学等援護費支給変更・不支給通知

書」（様式第２号）。以下「通知書様式」という。）には、「備考欄」は

あるものの、専ら理由を記載すべき欄は設けられていないところ、本件不

支給通知書の理由は、「本災害については、調査の結果、交通事故による

外因死とは認められず、業務と死亡との間に相当因果関係は認められない

ため不支給となります。」と遺族補償年金の不支給の理由と同じ理由が、

支給か不支給かの決定等を記載する欄の外側に手書きされている（上記第

１の２の（３）及び（４））。これでは処分の名宛人が不支給決定の理由

を正しく理解することは困難であると言わざるを得ない。 

本来、本件不支給通知書には、遺族補償年金の不支給理由と同じ理由で

はなく、支給要件の全体像（申請者が遺族補償年金の支給決定を受けてい

る被災労働者の遺族であること、すなわち、遺族補償年金の手続で、労働

者の死亡が業務上の事由による死亡と認められるとの判断がされ、遺族補

償年金の支給決定がされていることが前提となっていること）を明示した
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上で、申請者がこの支給要件に該当しないことを具体的に示し、申請者が

不支給決定の理由を正しく理解することができるように提示する必要があ

る。そして、そうすることは、労災就学等援護費の不支給決定を不服とす

る審査請求の審理手続における争点の明確化につながるとともに、簡易迅

速かつ公正な手続の下で国民の権利利益の救済を図るという行政不服審査

法の目的（同法１条参照）にも資することになると考える。また、通知書

様式を改善すべきことなどについても、累次にわたる当審査会の答申の指

摘を踏まえて早急に検討すべきである。 

４ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第３部会 

委   員   三   宅   俊   光 

委   員   佐   脇   敦   子 

委   員   中   原   茂   樹 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


